
令和元年より適用される主な税制改正のポイント 

 

～令和元年より適用～ 
〇消費税率の引き上げ 

令和元年 10月 1日から、消費税（地方消費税を含む）の税率が 8％から 10％に引き上げられると
同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。 
 

〇住宅ローン控除の拡充 

令和元年 10月 1日から令和 2年 12月 31日までの間に、消費税率 10％が適用される住宅取得等に
ついて、住宅ローン控除期間が 3 年延長され 10年間から 13年間となります。延長期間の控除額
は、次のいずれか少ない金額とします。 

①建物購入価格×2％÷3   ②住宅ローン年末残高×１％ 

※建物購入価格、Ａ（住宅の取得等の対価の額又は費用の額）－Ａに含まれる消費税額等です。 
※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合 4,000万円、認定住宅の場合

5,000万円です。 
 

〇空き家に係る譲渡所得の 3,000万円特別控除の見直し 

被相続人が老人ホーム等へ入居していた場合でも、次の追加要件を満たす場合に限り、被相続人
の居住用財産を相続又は遺贈により取得した相続人が譲渡した場合に、相続開始直前まで被相続
人居住の用に供されていたものとして、その譲渡所得から最高 3,000万円まで控除の特例を適用
できるようになります。 

➀被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホー
ム等に入所をしていたこと。 

②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その
者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に
供されていたことがないこと。 

※適用期間：平成 31年 4月 1日～令和 5年 12月 31日 

 

～令和２年より適用～ 
〇給与所得控除の見直し 

給与所得控除額を一律 10 万円引き下げ、その上限額が適用される給与等の収入金額が 850万円と
されるとともに、その上限額を 195万円に引き下げることとされました。 

給与等の収入金額（A） 
給与所得控除額 

令和元年分まで 令和２年分から 

162.5万円以下 65万円 55万円 

162.5万円超 180万円以下 （A）×40% （A）×40%－10万円 

180万円超 360万円以下 （A）×30%+18万円 （A）×30%＋8万円 

360万円超 660万円以下 （A）×20%＋54万円 （A）×20%＋44万円 

660万円超 850万円以下 
（A）×10%＋120万円 

（A）×10%＋110万円 

850万円超 1,000万円以下 
195万円（上限） 

1,000万円超 220万円（上限） 

※個人住民税については令和３年 1月 1日以後から適用されます。 

〇公的年金等控除の見直し 



公的年金等控除額を一律 10 万円引き下げることとされ、公的年金等控除額を一律 10万円引き下
げることとされ、見直しの結果、下表のとおりとなります。 
また、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が 1,000 万円を超えた場合、段階的に控除額が
引き下げられます。 

対

象

年

齢 

公的年金等の 

収入金額（A） 

公的年金等の控除額 

令和元年分まで 

令和 2年分から 

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 

1,000 万円以下 
1,00 0 万円超 

2,000 万円以下 
2,000 万円超 

65

歳

未

満 

130万円以下 70万円 60万円 50万円 40万円 

130万円超 

410万円以下 

（A）×25％+37.5

万円 

（ A ） × 25 ％

+27.5万円 

（ A ） × 25 ％

+17.5万円 

（ A ） × 25 ％

+7.5万円 

410万円超 

770万円以下 

（A）×15％+78.5

万円 

（ A ） × 15 ％

+68.5万円 

（ A ） × 15 ％

+58.5万円 

（ A ） × 15 ％

+48.5万円 

770万円超 

1,000万円以下 
（A）×5％+155.5

万円 

（ A ） × 5 ％

+145.5万円 

（ A ） × 5 ％

+135.5万円 

（ A ） × 5 ％

+125.5万円 

1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円 

65

歳

以

上 

330万円以下 120万円 110万円 100万円 90万円 

330万円超 

410万円以下 

（A）×25％+37.5

万円 

（ A ） × 25 ％

+27.5万円 

（ A ） × 25 ％

+17.5万円 

（ A ） × 25 ％

+7.5万円 

410万円超 

770万円以下 

（A）×15％+78.5

万円 

（ A ） × 15 ％

+68.5万円 

（ A ） × 15 ％

+58.5万円 

（ A ） × 15 ％

+48.5万円 

770万円超 

1,000万円以下 
（A）×5％+155.5

万円 

（ A ） × 5 ％

+145.5万円 

（ A ） × 5 ％

+135.5万円 

（ A ） × 5 ％

+125.5万円 

1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円 

 

〇基礎控除の見直し 

基礎控除について、控除額を一律 10万円引き上げるとともに、合計所得金額が 2,500万円を超え
る場合は、基礎控除の適用は出来ないこととされました。 

 

合計所得金額 
基礎控除額 

令和元年分まで 令和 2年分から 

2,400万円以下 

38万円 

48万円 

2,400万円超 2,450万円以下 32万円 

2,450万円超 2,500万円以下 16万円 

2,500万円超 0 

※個人住民税については令和３年 1月 1日以後から適用されます。 

 

〇扶養親族等の範囲の見直し 

①勤労学生の合計所得金額要件を 75万円以下に引き上げることとされました。 

②同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 48万円以下に引き上げることとされまし
た。 

③源泉控除対象配偶者（給与の源泉所得税額を算定する際の扶養数に該当する配偶者）の合計所
得金額要件を 95万円以下に引き上げることとされました。 

 
 
 
 



〇配偶者特別控除の見直し 

対象となる配偶者の合計所得金額要件を 48万円超 133万円以下（改正前：38万円超 123万円以
下）とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分を、それぞれ 10万円引き
上げることとされました。 

〇青色申告特別控除の見直し 

青色申告特別控除の控除額を 65万円から 55万円に引き下げる一方、一定の要件（e-Taxによる電
子申告または電子帳簿保存）を満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を 65万円とすること
とされました。 
 

〇所得金額調整控除等の創設 

  子育てや介護に対しての配慮や、収入内容により控除引き下げ額による負担増の配慮の観点
から、①・②の所得金額調整控除が新たに創設されることとなります。 

①給与等の収入が 850万円を超える居住者で、次の A～Cのいずれかに該当する場合は、給与等の
収入金額（上限 1,000万円）から 850万円を控除した金額の 10％相当額を給与所得額から控除す
ることとされました。 

要件 算式 

給与等の収入金額が 850万円超 
A 本人が特別障害者に該当 
B 23歳未満の扶養親族を有する 
C 特別障害者である同一生計の 

配偶者または、扶養親族を有する 

（給与等の収入金額-850万円）×10％ 

※給与等の収入金額は、上限 1,000万円 

②給与所得控除後の給与等の金額・公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり、それらの合計
額が 10万円を超える場合は、給与所得の金額から最大１０万円控除することとされました。 

算式 

給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額‐10万円 

※各所得額は、上限 10万円 

 

〇医療費控除（従来の医療費控除）に関する添付書類の見直し 

①医療費控除（従来の医療費控除）を受けるための手続き 
「医療費控除の明細書」（右図）と「医療保険者等の医

療費通知書（医療費控除の明細書の医療費通知に関する
事項に記入したものに限ります。）」を確定申告書に添付
します。 

②医療保険者等の医療費通知書について 
市区町村や組合から年に数回に分けて送付される「医

療費のお知らせ」（右下図）です。 

③注意 
・セルフメディケーション税制と従来の医療費控除を両
方適用することはできません。領収書は、セルフメデ
ィケーション税制用と従来の医療費控除用ごとに、分
けて集計し、ご自宅等で保管をしてください。確定申
告書に添付する必要はありません。確定申告期限等か
ら５年間税務署から領収書の提示又は、提出を求めら
れる場合があります。 

・令和元年分までの確定申告書については、移行期間と
して従来通り領収書の添付による医療費控除の適用も
できます。令和２年分からは、領収書の添付省略とな
りますので、ご注意ください。 
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